
現在、小児の夜間診療は、市が川口市医師会にお願いをし、小児科医師の当番制
により、平日の２０時から２３時までそれぞれの診療所で行っています。
休日等については、川口市立医療センター、済生会川口総合病院、埼玉協同病院
が順番に担当し、それぞれの病院で小児科医師が診療をしています。
このため、市民からは、毎日、診療場所が変わりわかりにくいとの声がありまし
た。また、当番制をお願いしている診療所の医師の高年齢化や、夜間帯の看護師
確保などの問題もあり、現在の診療体制を今後どのように続けていくのかが課題
となっていました。
一方で、川口市立医療センターなど２３時以降の深夜帯を担当する病院の医師は、
比較的軽度な救急患者と、手術や入院を必要とする重度な救急患者のどちらも診
察していることから、過重労働となっていることも課題となっています。
このようなことから、小児の夜間診療体制を見直し、市民からはわかりやすく、
また医師の負担が軽くなることにもつながるよう、休日も含め年間を通して軽度
の救急患者の診療を行う拠点を新たに作ります。
設置場所は、市のほぼ中央にある
鳩ヶ谷庁舎で、庁舎別棟の１階部
分を改築するなど準備を進め、平
成３２年４月の開設を目指します。
詳細な運営方法については、今後、
市と川口市医師会、川口市立医療
センター等とが協議をしていきます。
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